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磯場などでの釣りやレジャーを楽しむ方へ

海の安全情報
スマホ版サイト WaterSafetyGuide

複数人で行動 釣り場の状況確認

釣り場に応じた履物

サイズの合った
ライフジャケット

通信装備
（防水ケース入り携帯電話）

・非常時の緊急電話番号「118」への通報を
してください

・事前に釣り場の気象・海象を確認しましょう
・雨や風、波や潮汐などは時間とともに変わる
ため、変化の様子にも注意しましょう

・仲間と行動していれば、万が一海に落ちてし
まっても、救助される可能性が高くなります

・立入禁止区域には絶対に入らない！
・磯場・防波堤からの滑落に十分注意して活動
しましょう。

過去3年分（令和4年～6年）の釣り中の事故発生場所
を掲載中！確認してね

山形県では、釣り中の事故、

特に釣り中の岸壁等
からの海中転落事故が
多発しています。
また、例年、秋冬頃から
釣り中の事故が多く
なりますので、以下に気を
付けましょう。

（人） 釣り中の事故(月別発生状況)
山形県における過去５年間（2020年～2024年）の合計値

秋冬頃から
増加傾向

釣りを安全に楽しむための確認事項
気象・海象を確認必要な装備の確認



気象・海象情報を把握していますか
□ 最新の気象海象の把握は十分ですか。
□ 観天望気による気象の把握を行っていますか。（例；すじ雲は天候悪化の兆し等）

出航中止基準の厳守
□ 出航中止基準に該当していませんか。
□ 出航中止基準及び帰航基準は、船内に掲示していますか。

連絡体制の確保
□ 携帯電話などを持ちましたか。（充電は十分にされていますか。通話可能圏内ですか。）
□ 緊急時の連絡体制を船内に掲示していますか。
□ 携帯電話などを防水パックに入れていますか。

ライフジャケットの着用
□ 乗船者は全員ライフジャケットを着用していますか。

（桜マーク付等の基準適合品を着用しましょう。普段から点検整備を行いましょう。）
□ 利用者に対して、法定備品の保管場所、使用方法などを説明しましたか。

法定書類・法定備品の積込み確認
□ 小型船舶操縦士免許、船舶検査証書、船舶検査手帳などの法定書類を積み込みましたか。
□ 救命浮環、救命胴衣、信号紅炎、消火器などの法定備品は、積み込みましたか。

発航前点検の実施
□ チェックリストにより、発航前検査を実施していますか。

<http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr10_000010.html>
☐ 浸水防止のため、甲板開口部（ハッチ蓋）を確実に閉鎖していますか。

安全航行の厳守
□ 安全な速力で航行していますか。
□ 船位を把握していますか。
□ 海上衝突予防法、海上交通安全法、港則法などの海上交通ルールを守っていますか。
□ 気象の変化に注意していますか。

航行中、漂泊中にも、常に見張りの徹底を
□ 航行中、漂泊中を問わず、的確に見張りを行っていますか。
□ 遊漁中も他船の接近や自船の位置に注意していますか。

業務規程の厳守
□ 業務規程により示されている事項を厳守していますか。

※事故があった際には事故の報告と再発防止対策を行いましょう。

釣り客の安全確保・利益の保護
□ 利用者の数、遊漁場所、運航経路、帰航予定時刻などを連絡責任者に連絡していますか。
□ 遊漁に関するルールやマナーを周知しましたか。
□ 立入禁止の防波堤等に渡していませんか。
□ 磯等での緊急時の遊漁船との連絡方法について周知しましたか。
□ 磯等での釣り中もライフジャケットを着用するよう指示しましたか。
□ 渡した磯等を定期的に見回りしていますか。
□ 帰航後、釣り客が全員撤収していることを確認しましたか。

遊漁船のチェックポイント
～ 遊漁船業務主任者の方々へ ～

発航前検査チェックリスト

遊漁の部屋

くろまぐろを採捕しようとする
場合は、くろまぐろ資源管理
に関する情報もご確認くださ
い。


